
清涼感のある色使い、 

薄手の素材感など 

快適に過ごせる軽装で 

爽やかに 

クールビズの実施

 地球温暖化対策（ＣＯ２削減）の一環として、“冷房時の室温を 28℃”を呼びか

け、その室温でも快適に過ごせる軽装や取組を促すライフスタイル「ＣＯＯＬＢＩＺ

（クールビズ）」を以下のとおり地方機関を含む

全庁舎の全職員を対象に実施します。 

１． 期間

令和５年５月１日（月）～ 

令和５年 10 月 31 日（火） 

２． 軽装勤務 

 （１）ＴＰＯ（時と場所と場合)を  

     わきまえ、公務員として県   

   民の方々へ不快感を与えな   

    いよう適切に対応 

（２）県主催の会議や行事等におい 

   ても取組む 

（３）ポロシャツやチノパンも可 

（４）外郭団体が主催する会議等に 

   おいても同様の取組がなされる 

よう、外郭団体に周知 

※ 学校、病院、その他の公の施設に 

ついて業務に支障をきたさない範囲 

で実施するなど、柔軟に対応します。

令和５年４月２４日 

島根県環境生活部環境政策課 

榊原、小笠原

TEL：0852-22-6344


